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第１ 神戸市ホームレス自立支援実施方針の策定について  

１ 方針の目的  

この方針は、自立の意思がありながら不安定な居住環境で生活することを余儀なく

されている方々に対し、地域において健康で文化的な生活を送るための自立支援を行

い、新たに不安定な居住環境となることを防止し、地域社会におけるホームレスに関

する問題の解決を図ることを目的とします。 

この方針の実施にあたっては、人権に配慮し、地域社会の理解と協力を得つつ、

国、兵庫県、本市の関係機関及び民間団体等と連携を図りながら、総合的かつ計画的

に施策を推進していきます。 

 

２ 方針の位置付け  

この方針は、「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」（平成 14 年法律第

105 号以下、「法」という。）法第９条第２項の規定に基づき、国が平成 30 年７月に

策定した基本方針及び兵庫県が令和７年３月に策定した「兵庫県ホームレスの自立の

支援等に関する実施方針」に即して策定しています。 

また、この方針は、「神戸市総合基本計画」及び「“こうべ”の市民福祉総合計

画」との整合性を持って、市民福祉を推進する視点から、基本的な考え方や方向性な

どを取り入れて策定しています。国の基本方針の策定に合わせて見直しを行っている

ため、目標年次が一致していませんが、これらの関係計画とは相互に密接関連するも

のですから、方針変更の際には、これらの関係計画と整合性を図って見直します。 

 

３ 方針の適用期間  

方針の適用期間は５年間（令和８年度から令和 12 年度）とします。ただし、特別の

事情がある場合には、この限りではありません。 
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４ 方針の評価と次期方針の策定  

方針の期間満了前に、当市のホームレスの状況等を客観的に把握するとともに、関

係者の意見を聴取すること等により、方針に定めた施策の評価を行います。 

評価結果は、公表するとともに、次の方針を策定する際の参考とします。 

 

５ 方針の対象者と関連法  

 

 

法第二条では、ホームレスについて「都市公園、河川、道路、駅舎その他の施設を

故なく起居の場所とし、日常生活を営んでいる者」と定義しています。 

また、兵庫県ホームレスの自立の支援等に関する実施方針では、ホームレスとなる

ことを余儀なくされるおそれのある者について「終夜営業の店舗や友人宅、車中等で

寝泊りする不安定な居住環境にある者が含まれている」とし、「法律上のホームレス

の定義に該当せず、概数調査にも反映されないが、相談事業の対象者として相談に対

応するほか、相談内容に応じて困窮者支援法に基づく施策等により確実に支援を行う

必要がある」としています。 

これを踏まえ、この方針では、法で定義されたホームレスとともに、不安定な居住

環境にあり住居を失うおそれがある方についても支援の対象と捉え、「生活困窮者自

立支援法」および「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」、「生活保護

法」を主要な関連法とし、これらの施策を含めた方針を推進します。 

 

 

＋

ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法

生活困窮者自立支援法

困難な問題を抱える女性への支援に関する法律

生活保護法
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第２ 神戸市におけるホームレスの現状  

本市においては、平成７年の阪神・淡路大震災後のホームレス問題の顕在化に鑑

み、ホームレス対策の基礎資料とするため、平成９年度より８月下旬頃の夜間に職員

が全区を一斉に巡回する目視調査（以下、「ホームレス一斉調査」という。）を実施

していました。 

ホームレス一斉調査において確認されたホームレスの数は、調査を開始した平成９

年度には 167 人でした。以降増加を続け、平成 12 年度には過去最高の 355 人となりま

したが、「神戸市ホームレス対策連絡会議」（平成 15 年度～：以下「庁内連絡会議」

という。）を設置し積極的に自立支援の取り組みを始めた平成 16 年度には 190 人と減

少傾向に転じ、平成 24 年度に初めて 100 人を下回りました。 

また、平成 15 年より毎年１月頃には、国が全ての市町村を対象に、統一した調査方

法による全国調査（以下「ホームレス全国調査」という。）を実施しています。な

お、「ホームレス一斉調査」は対象者の減少傾向により令和元年度に終了し、年１回

の「ホームレス全国調査」に統一しました。 

ホームレス全国調査では、目視調査である「概数調査」を実施しています。本市で

の令和７年１月の概数調査では 23 名という結果でした。 

 

第３ ホームレス施策の変遷（国、市）  

１ 国が実施する施策の変遷  

国は、ホームレスの増加による問題を受け、ホームレスの自立及びホームレスとな

ることを防止するための支援に関して国の責務を明記した「ホームレスの自立の支援

等に関する特別措置法」（以下「法」という。）を平成 14 年８月に施行し、翌年 7 月

には「ホームレスの自立の支援等に関する基本方針」（以下「基本方針」という。）

を告示しました。当初、法は 10 年間の時限法とされていましたが、二度の延長（平成

25 年６月及び平成 29 年６月）を経て、現在は施行から 25 年後を期限とされていま

す。法の延長とともに、基本方針も平成 30 年７月と令和５年７月に新たに見直されま

した。 

また、平成 27 年４月には、生活保護に至る前の自立支援策の強化を図るため、生活

困窮者に対して包括的かつ早期の支援を実施することを目的とする生活困窮者自立支
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援法（平成 25 年法律第 105 号。以下「困窮者支援法」という。）が施行されました。

ホームレスの自立に必要な就業の機会の確保等の総合的な支援については、従来どお

り法に基づき実施し、自立相談支援事業やシェルター事業等の福祉的な支援について

は、困窮者支援法に基づき実施しています。 

 

２ 神戸市が実施する施策の変遷  

神戸市では、前述のとおり、平成９年度よりホームレス一斉調査を実施していまし

たが、ホームレス数の急増に対応するため、平成 15 年 10 月に庁内連絡会議を設置

し、平成 16 年７月に「神戸市ホームレスの自立の支援等に関する実施計画」（以下

「実施計画」という。）を策定しました。実施計画は５か年ごとに見直してきまし

た。 

具体的な支援策としては、従前より更生援護相談所が実施していたホームレスに対

する巡回相談機能の強化を図るため、平成 16 年度から、ホームレス巡回相談員を２名

配置しています。また、平成 13 年から建設局公園部に、平成 16 年度から港湾局神戸

港管理事務所に、ホームレス対応を主な業務とする職員を配置し、所管区域内におけ

る巡回生活相談を実施しています。 

さらに、平成 27 年度からは、住居を失った方を対象とする困窮者支援法に基づく

シェルター事業と自立相談支援事業を神戸市居住支援事業として特定非営利活動法人

に委託して実施しています。 

  なお、低所得の勤労者に対して住居提供と生活指導を目的として運営されていた無  

料低額宿泊所である、磯上荘、兵庫荘については、これらの支援策により利用者が減

少したため、平成 28 年度（磯上荘）及び平成 29 年度（兵庫荘）をもって運営を廃止

しています。 
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第４ 主な神戸市ホームレス施策の概要  

１ 更生センターによる支援  

更生センターは、生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 38 条に基づく更生施設

です。当センターは、身体上又は精神上の理由により養護及び生活指導を必要とする

人が入所し、生活保護法による生活扶助を受けることが出来る入所型の施設です。未

就労の入所者に対しては、就労意欲を高めるための作業訓練や、就労支援員によるセ

ミナーや個別面談、求人情報の提供等の就労支援を実施しています。 

 

２ 更生援護相談所による支援  

更生援護相談所は、条例に基づく一時宿泊施設であり、更生センターの１階に併設

されています。当所は、住居のない要援護者の相談窓口として諸種の相談、関係施設

及び機関へのあっせん、移送、緊急援護並びに一時宿泊事業（無料）を行うことを目

的としています。相談窓口は 24 時間受付を行っており、一時宿泊は 17 時から翌８時

まで利用可能です。年末年始にはホームレスの越年対策として３食提供の支援も行っ

ています。一時宿泊以外の支援としては、自立更生への各種相談・医療相談や昼夜間

のホームレス巡回相談、必要に応じて衣類交換や入浴散髪等を行っています。 

 

３ ホームレス巡回相談員による支援  

ホームレス巡回相談員は、福祉局くらし支援課（以下、「市くらし支援課」とす

る）に配置されており、市内のホームレスの現状を把握し対象者との関係づくりを行

うとともに、就労や住宅・保健福祉施策等自立に必要な情報の提供や相談を行うこと

により、ホームレス状態からの脱却を支援することを目的としています。具体的に

は、日々の巡回生活相談の中で、ホームレスの生活実態把握のほか、更生センター等

の施設入所の勧奨並びに誘導、及び生活保護等の保健福祉施策の情報提供等に努める

とともに、関係機関との連絡調整を図っています。 
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４ 生活困窮者自立支援法（生活困窮者居住支援事業等）による支援  

本市では、困窮者支援法のうち、シェルター事業とホームレスを対象とした自立相

談支援事業を、民間団体に委託して実施しています。当事業は、住居のない生活困窮

者に対して、自立相談支援事業による生活に関する相談支援を行うとともに、シェル

ター事業による日常生活に関する支援（宿泊場所の供与や食事の提供等）を一定期間

行うことにより、生活の自立を図ることを目的としています。安定した住居の確保を

図るため、利用中に生活保護や住居確保給付金（困窮者支援法の事業のひとつ）の申

請についても支援しています。 

 

５ 生活保護法による支援  

福祉事務所においては、保護が必要な方に対して、その状況に応じて生活保護法に

よる各扶助を適用することにより、最低限度の生活を保障するとともに、自立に向け

て必要な支援を実施しています。 

 

６ 医療的支援  

（１） 無料低額診療施設  

福祉事務所においては、社会福祉法（昭和 26 年法律第 45 号）第２条第３

項第９号に規定する無料低額診療事業を行う施設（市内 12 ヵ所）の利用が必

要と判断された人に対して案内しています。 

（２） 嘱託医による診察  

更生援護相談所の嘱託医による診察を定期的に行います。 

（３） 結核健診  

神戸市保健所は、結核発病のリスクが高いとされるホームレス等を対象と 

した健診を、ホームレス関連施設等において実施しています。 
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７ その他施設・関係機関における支援  

（１） 兵庫県女性家庭センター  

   配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及び警察等からの一時保護依頼

に基づき、帰住先がないＤＶ被害者や女性のホームレスを一時的に保護する

とともに、退所に向けた支援を行います。 

（２） 日常生活支援住居施設  

         無料低額宿泊所のうち、生活保護法第 30 条第１項但し書きに規定されてい

る施設であり、本市では１施設の届出があります。日常生活に支障を感じて

いる高齢者や障害者を対象に、福祉サービスの利用手続きや金銭管理等、自

立に向けた日常生活の支援を行います。 

 

第５ 神戸市ホームレス施策の課題  

１ これまでの取り組み  

本市では、従来からホームレス施策に関して特定の担当課を設けることなく、各事

案に応じて関係部署や機関がその都度連携して適切な対応に努めてきました。平成 15

年 10 月には、今後のホームレス施策に関する全庁的な協力体制の確保を目的として、

庁内連絡会議を設置し、ホームレス対策に関する情報交換や関係機関が連携して対応

した事例の報告等を行っています。 

また、平成 16 年度から市くらし支援課に配置しているホームレス巡回相談員（２

名）により、建設局・港湾局の施設管理者による巡回と協調しながら、継続的にホー

ムレスの実態と個々のニーズについて把握を行うことで、生活相談や健康相談に迅速

に対応できるように努めています。さらに、民間団体とも個々の事例を通じ必要な連

携が図っています。市民からの通報への対応についても、通報を受けた部署が状況を

把握し、相談内容に応じた関係機関への連絡調整を円滑に行っています。 
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２ ホームレスの高齢化、路上（野宿）生活の長期化について  

ホームレス巡回相談員の取組みをはじめとして、本市におけるホームレスに対する

各施策の効果もあり、ホームレス数が大幅に減少してきた一方で、ホームレスの「高

齢化」と「路上（野宿）生活期間の長期化」が一層進んでいる傾向にあることも認め

られます。 

ホームレスに対しては、日々の巡回相談の中で、困窮者支援法や生活保護法等の公

的支援や住居確保及び施設入所について粘り強く案内し、少しでも路上（野宿）生活

が長期化しないように働きかけに努めていますが、依然として安定した居住の場での

生活を望まない方が存在することも事実です。 

 

３ 今後の課題  

以上のことから、本市における今後の課題として、①高齢化に対応した支援及び②

路上（野宿）生活からの早期脱却及び安定した生活を維持するための支援が挙げられ

ます。①に関しては、医療的視点に基づいたきめ細やかな相談や支援などを実施する

必要があります。②に関しては、更生援護相談所及びホームレス巡回相談員による巡

回相談を粘り強く実施し、必要に応じて特定非営利活動法人等の民間団体と連携を図

りながら信頼関係を構築していく必要があります。また、更生センターや福祉事務所

のケースワーカー等が中心となって、個々の状況に応じて、安定した住居の確保、定

着支援を図っていく必要があります。 

このほか、終夜営業店舗等で寝泊まりする等の不安定な居住環境で生活を営む方の

増加が危惧されます。そのような方に対して、住居を失うおそれのある方としてのホ

ームレスへの支援と並行して、実態把握およびアプローチの方法について検討する必

要があります。 

 

 

 

 



 

8 

 

第６ 取組方針  

１ 総合的な相談・支援体制の確保  

（１） 支援体制の確保  

①  ホームレス施策の推進を市全体の課題として捉え、定期的に庁内連絡会議を

開催し、課題の共有を行う等、庁内連携を図ります。 

②  「兵庫県ホームレス自立支援対策協議会」に所管部署の代表者が出席し、兵

庫県、県内自治体及び民間団体等との情報共有及び関係構築に努めます。 

③  「全国自治体ホームレス対策連絡協議会」に所管部署の代表者が出席し、ホ

ームレス数が多い自治体との情報共有を行うとともに、厚生労働省に対する

要望行動の実施により、実態の報告及び施策の推進を要望します。 

④  困窮者支援法に関する業務を担う「くらし支援窓口」（各区生活支援課に設

置）を中心に、高齢・障害・女性等各部局における相談窓口において、ホー

ムレス当事者及び通報者及び施設等からの相談、住居を失う恐れのある方か

らの相談に丁寧かつ適切に対応します。その際には、生活困窮者居住支援事

業の活用も検討します。 

⑤  女性や性的少数者については、男性と同じく、生活困窮者居住支援事業や、

相談者の特性に応じた既存の施設の利用を案内します。 

⑥  各区の相談窓口を中心に、兵庫県女性家庭センター、社会福祉施設及び特定

非営利活動法人等の民間団体との連携を図り、女性への相談・支援体制を継

続していきます。 

⑦  ホームレスが公共施設等において起居することにより市民の適正な施設利用

が妨げられている場合、各施設等の管理者が通報窓口となり、適切な対応に

努めます。また、ホームレスの支援に関する相談は市くらし支援課が窓口と

なり、ホームレス巡回相談員を中心とした支援を行っていきます。 

（２） 実態把握  

①  ホームレス調査を継続的に実施し、全市のホームレスの実態把握に努めま

す。 
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②  ホームレス巡回相談員及び更生センター職員による巡回相談を継続的に実施

し、把握したホームレスに対する働きかけ及び新たなホームレスの把握に努

めます。 

③  建設局公園部管理課と港湾局神戸港管理事務所に配置されたホームレス対応

を主な業務とする職員は、各所管区域内の巡回に努め、ホームレスの可能性

がある方を把握した場合にはホームレス巡回相談員や更生援護相談所に速や

かに連絡を行います。 

（３） 生活保護の適用  

①  居住する場所がないことや稼働能力があることをもって、生活保護の要件に

欠けるということはありません。活用できるものを活用してもなお、最低限

度の生活を維持できない場合には、生活保護の申請を助言します。 

②  路上生活から居宅、病院及び施設等での生活に移行する際には、生活保護の

適用とあわせて抱える問題や取り巻く状況に留意し、個々の状況に応じて適

切な支援を行います。 

③  入居後は、安定した生活の維持に向けて、家賃代理納付の活用を推進しま

す。 

④  ケースワーカー等による定期的な訪問により、地域での生活の安定及び自立

に向けた支援を行います。 

⑤  自立した日常生活の実現に向けて、ハローワークの活用や就労支援員による

就労支援を行います。 

 

２ 自立に向けた支援  

（１） 住居確保  

①  生活困窮者居住支援事業の活用や神戸市住まいの安心支援センター「すまい

るネット」や居住支援法人との連携などにより、住居確保を支援します。 

②  心身の状態や生活歴等から居宅生活が困難な場合は、生活保護法に定める保

護施設や養護老人ホーム等安心して生活できる施設への入所を支援します。 
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③  市内に住民登録がある等により、市営住宅の申込資格を有する方について

は、定時募集や常時募集等の既存の制度を案内の上、入居を支援します。 

④  居宅生活移行後も、安定した生活の維持を目的とし、更生センターや各福祉

事務所等の職員によるアフターフォローに努めます。 

（２） 医療提供  

①  更生センター職員及びホームレス巡回相談員による巡回等の中で、更生援護

相談所嘱託医や無料低額診療施設（社会福祉法（昭和 26 年法律第 45 号）第

２条第３項第９号に規定する無料低額診療事業を行う施設。市内に 12 ヵ

所。）について案内します。また、医療専門職等による巡回相談員への同行

を必要に応じて実施し、医療が必要と認められる方に対する健康相談を実施

するとともに、医療機関における継続的な受診を勧奨します。 

②  結核発病リスクが高い地域や施設において、結核健診を実施し、結核にり患

している方の早期発見に努めます。結核にり患している方が発見された場合

は、DOTS（直視監視下短期化学療法）を実施し、包括的支援を行います。 

（３） 就労支援  

①   更生センター入所者に対して、市くらし支援課就労支援員による就労支援

を実施し、就業による自立を図ります。また、居宅を確保し、生活保護を受

給している方についても、福祉事務所の就労支援員による就労支援を実施し

ます。 

②   市と兵庫労働局の一体的実施事業である区役所に設置されたハローワーク

の職業相談、職業紹介事業（名称「ワークサポート○○」（※○○は区

名））と各福祉事務所が連携を図り、求職活動中の生活困窮者等が早期に就

労できるよう支援します。 

③   直ちに就労することが難しい方に対して、困窮者支援法における被保護者

就労準備支援事業や認定就労訓練事業等を活用し、就労への動機付けや基礎

能力の形成等を図ります。 
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３ 住居を失うおそれのある方に対する支援  

（１） 離職者等に対する支援  

① 離職や不安定な居住環境にある方について、「くらし支援窓口」における生

活相談等を通じて、その把握および支援に努めます。 

② 就労が可能である離職者に対しては、ワークサポートの利用をすすめます。

また、就労意欲の喚起や、生活習慣の確立が必要な方については、困窮者支

援法による被保護者就労準備支援事業や認定就労訓練事業等の活用により、

就労自立に向けた必要な支援を行います。 

③ 生活相談・職業相談等のほか、住居確保支援、居住支援事業などの各制度の

活用や、生活保護制度の適用などの必要な支援を行います。 

④ 不安定な居住環境で生活する男性の若者に対して、更生センターの機能・専

門性を活用した若者居場所支援事業「ここからプレイス」にて、再出発に向

けた中長期的な伴走型支援を引き続き行います。 

⑤ 住居を失った（失うおそれのある）女性に対しては、①～③の支援に加えて

「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」（女性支援新法）に基づ

き、各区保健福祉課の女性相談支援員を中心に兵庫県女性家庭センターなど

関係機関と連携を図り、女性自立支援施設などへの入所も含めた支援を行い

ます。 

（２） 矯正施設退所者等に対する支援  

① 福祉サービスを必要とする矯正施設退所者等について、検察庁、保護観察

所、更生保護施設等の関係部局と連携を図りながら、社会復帰後の生活基盤

の確立に努めます。 

② 社会復帰後の生活に困窮する場合には、生活保護の適用など必要な措置を行

うと共に、関係機関と連携し、安定した社会生活の継続を図ります。 

（３） 住宅確保要配慮者に対する支援  

① くらし支援窓口をはじめとした相談支援窓口と、神戸市すまいの安心支援セ

ンター「すまいるネット」及び居住支援法人とが連携の上、高齢者や障がい
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者、低額所得者、子育て世帯、外国人など住宅の確保に特に配慮を要する方

への支援を行います。 

 

４ ホームレスに対する理解の推進  

（１） 人権擁護  

①  啓発冊子の配布や啓発活動等を通して、社会のホームレスに対する偏見や差

別意識を解消し、ホームレスに対する人権意識の向上を図ります。 

②  各教育現場においては、道徳の時間や学級活動等を通して、児童や生徒の心

の教育に注力し、ホームレスに対する理解を深めます。 

③  庁内向けの人権シートの活用等により、ホームレスに対する市職員の理解を

深め、常に適切かつ丁寧な対応が図れるように努めます。 

④  「“こうべ”の市民福祉総合計画」を推進することにより、あらゆる人が社

会から排除されずに居場所と役割を得て生活できる包摂的な地域社会の実現

（ソーシャル・インクルージョン）を目指します。 

⑤  ホームレスに関する各施設における人権の尊重と尊厳の確保に努めます。 

⑥  様々な相談の場を通じて、ホームレスに関する暴力や嫌がらせ等の事案を認

知した場合には、関係機関と連携・協力して当該事案に即した適切な解決を

図ります。 

 

５ 有識者・民間団体の意見  

    今回の自立支援実施方針の見直しにあたっては、令和５年７月に国が新たに策定した    

基本方針の内容を踏まえ、以下の手順で検討を進めました。 

１．庁内連絡会議の開催 
・前回実施方針の評価および新しい実施方針に関する協議 

２．有識者・民間団体からの意見聴取 

・佛教大学 加美嘉史教授 

     ・特定非営利活動法人 神戸の冬を支える会  

・特定非営利活動法人 大東ネットワーク事業團 
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有識者より専門的知見、民間団体から現場経験や活動実績に基づく意見を提供いただ

き、方針の検討に反映しました。なお、自立支援実施方針策定以降に実施した具体的な

施策については、「神戸市ホームレスの自立の支援等に関する自立支援実施方針の施策

に関する評価書」にまとめていますので、併せてご参照ください。 

 


